
郵送による排水設備等計画確認の申請について    令和５年５月作成 

排水設備等計画確認の受付業務は、週３回（月・水・金曜日の午前８：３０から正午まで、 午後１：００か

ら午後５：００まで）の他、郵送による受付となります。 

排水設備等工事申込までの流れ 

※  審査後の申込書をご覧になりたい方は、上下水道部の施設整備課給排水係にありますので、担当者

までお越しください。 

送付先メールアドレス  haisui@city.tagajo.miyagi.jp

  ※宛名は 『排水設備等計画確認担当者』 としてください。 

  ※メール本文には必ず、担当者名と連絡先の住所・電話番号を記載願います。 

送付先ＦＡＸ  ０２２－３６８－３１２５ 

  ※宛名は 『排水設備等計画確認担当者』 としてください。 

  ※ＦＡＸ送付文には必ず、担当者名と連絡先の住所・電話番号を記載願います。 

  ※ＦＡＸの場合、白黒であり、配水設備の表示や文字が小さすぎて判別出来ない場合、メールや郵送を再度

お願いする場合がありますので、見やすい字の大きさ、線の太さにしてください。 

郵 送 先 〒 ９８５－８５３１ 多賀城市中央２丁目２５－７ 

     多賀城市役所 上下水道部 施設整備課 給排水係  

      排水設備等計画確認担当者 係 まで 

※角 2封筒を用いて、連絡先の住所及び担当者名をご記入の上、郵送願います。 

電話での問合わせ先  上下水道部 施設整備課 給排水係  ０２２－３６８－３１１２（直通） 

※変更等についても、郵送で受け付けますので、計画確認申請と同様にチェック用から提出してください。 
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・・・ 排水設備等指定工事店の手続き 

  ・・・ 上下水道部施設整備課給排水係（排水設備工事受付窓口） 

排水設備等指定工事店の皆様へ 



郵送による排水設備等工事完了届及び検査について  令和５年５月作成 

完了届の受付業務は、週３回（月・水・金曜日の午前８：３０から正午まで、 午後１：００から午後５：００

まで）の他、郵送による受付となります。 

排水設備等工事完了届及び検査までの流れ 

送付先メールアドレス  haisui@city.tagajo.miyagi.jp

  ※宛名は 『排水設備等工事完了届担当者』 としてください。 

  ※メール本文には必ず、担当者名と連絡先の住所・電話番号を記載願います。 

送付先ＦＡＸ  ０２２－３６８－３１２５ 

  ※宛名は 『排水設備等工事完了届担当者』 としてください。 

  ※ＦＡＸ送付文には必ず、担当者名と連絡先の住所・電話番号を記載願います。 

  ※ＦＡＸの場合、白黒であり、配水設備の表示や文字が小さすぎて判別出来ない場合、メールや郵送を再度

お願いする場合がありますので、見やすい字の大きさ、線の太さにしてください。 

郵 送 先 〒 ９８５－８５３１ 多賀城市中央２丁目２５－７ 

     多賀城市役所 上下水道部 施設整備課 給排水係  

      排水設備等工事完了届担当者 係 まで 

※角 2封筒を用いて、連絡先の住所及び担当者名をご記入の上、郵送願います。 

電話での問合わせ先  上下水道部 施設整備課 給排水係  ０２２－３６８－３１１２（直通） 

①

完
了
届
を
作
成

※
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
か
ら
様
式
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

②

作
成
後
、
担
当
者
に
電
話
連
絡
の

上
、
届
出
前
に
、
メ
ー
ル
・FA

X

・郵
送

で
チ
ェ
ッ
ク
用
を
提
出

③

提
出
頂
い
た
チ
ェ
ッ
ク
用
を
事
前
審
査

④

修
正
が
あ
れ
ば
市
か
ら
電
話
、
メ
ー
ル

に
よ
る
修
正
指
示
。
修
正
が
無
い
場
合
は

提
出
可
の
連
絡

⑤

提
出
可
と
な
っ
た
ら
、
完
了
届
を
提
出

⑥

書
類
確
認
と
検
査
日
の
予
約

⑦

現
場
で
検
査

・・・ 排水設備等指定工事店の手続き 

  ・・・ 上下水道部施設整備課給排水係（排水設備工事受付窓口） 

排水設備等指定工事店の皆様へ 


